
再質問　 『高浜発電所に係る舞鶴市住民説明会』　における再質問等に対する回答集約【公表用】（平成２８年５月１７日修正）
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資源
エネル
ギー庁

・高浜原発３・４号機の熱出力は、電気出力８７０MWに対応する約２６６０MWです。
・１００万キロワットの原子力発電所が１年間で発電するのに必要な濃縮ウランは約２
１トンです。

・名称：大熊分析・研究センター
・予定地：福島第一原子力発電所隣接地

○同資料の２９ページで説明しているとおり、大容量ポンプで海水をくみ上げ、放水砲
によって水を霧状に放射し、微粒子状の放射性物質と水滴との付着作用等で放射性
物質を除去することによって、放出された放射性物質の拡散をできるだけ抑制する対
策が備えられていることを確認しました。

○この他、資料には明記しておりませんが、放水砲による放水後の放射性物質の海
洋への流出に対しては、発電所から海洋への流出箇所の取水路側と放水口側にシル
トフェンスを設置し、放射性物質の拡散の抑制を図る方針であることを確認しておりま
す。

（追加回答）
○専門的な資料となりますが、NUREG/CR4551 SAND86-1309
Vol.2,Rev.1,Part1"Evaluation of Severe Accident Risks: Quantification of Major Input
Parameters"のFigure 5-6. Aggregate of Oxidized Zirconiumをご参照ください。

内閣府

必要に応じて、自衛隊の航空機や自治体等のヘリコプターなどによる支援を受けるこ
とを想定しています。実際に、平成２７年１１月に伊方原発を対象とした国の総合防災
訓練においては、自衛隊の航空機とヘリコプターを乗り継いで、東京から現地まで、原
子力災害対策現地対策本部長（内閣府副大臣）を緊急輸送する訓練を計画しました。
訓練当日は悪天候により、松山空港からはヘリコプターの代わりに、当初から代替手
段として想定していた陸路に変更するなど、緊急時に迅速かつ最適な方法で移動でき
るよう、計画された手段が使えない場合の代替手段もあらかじめ準備しています。

前回回答させていただいたとおり、2,261台はあくまでも現時点で京都府内のバス会社
で保有する台数を示しています。UPZ圏内の避難、一時移転等の対象となる区域は、
緊急時モニタリングの結果に基づき範囲が特定され、その区域で必要となる輸送人員
に応じた車両をバス会社の協力により調達することになります。

関西電力

○電源車（可搬）５台の発電容量は６１０KVA、（緊急時対策所用）４台の発電容量は１
００KVAです。
○電源車（可搬）：ケーブルサイズは断面積38～60mm2、最遠点までのケーブル長さ
は約360mで、難燃ケーブルです。
○電源車（緊急時対策所用）：ケーブルサイズは断面積38～100mm2、最遠点までの
ケーブル長さは約320mで、難燃ケーブルです。
○燃料取替用水タンクの材質はステンレス鋼、容積（容量）は１，８００m3です。
○水素の発生が想定される箇所や発生水素の流路と想定される箇所に11個設置して
います。(加圧器室、各ループ室、加圧器室外上部等)
○また万一水素がCV頂部に滞留した場合を想定して、頂部にも1個設置しています。
○水素の燃焼が発生するのは、水素濃度8％以上です。
（この濃度以上でイグナイタによる水素の着火が生じる。）
○なお水素爆轟（燃焼時に衝撃波が生じる）が発生する目安は、水素濃度13％以上で
す。
○緊急時対策所には、重大事故等に対処するために必要な数の要員として、重大事
故等に対処するために必要な指示を行う要員に加え、少なくとも原子炉格納容器の破
損等による工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための対策に対処するために
必要な数の要員として111名、残り2名は規制関係者分としています。
○この緊急時対策所では、机は会議室などの長机、椅子はパイプ椅子など省スペー
スのものを採用しており、145㎡の面積でも、必要な緊急時対策本部の活動が可能で
あることを訓練を通して確認しており、問題ありません。
○放水砲の能力は、入口側のポンプ容量によって種々選定することが可能です。
○高浜３，４号機の場合、放水砲は10,000L/minの仕様を採用しており、格納容器の頂
上（E.L.84m）に放水することが可能な最長距離（射程距離）については約６３ｍとして
おります。
○なお、この時の放水位置から格納容器の頂部までの最大高低差（射高距離）は約５
１．５ｍありますが、ポンプ容量はさらに余裕のある設計としております。
○この仕様により実放水検査を実施し、原子力規制委員会の使用前検査を合格して
おります。

市

　在宅の要配慮者の数は、平成27年12月現在で、ＰＡＺ及びＰＡＺに準じた地域につい
ては、計３３人（うち自力で動けない人２人）、ＵＰＺについては、計５,９８０人（うち自力
で動けない人５０５人）となっています。

原子力
規制庁

いただいた質問に対する回答については、当初の質問に対して追加でお答えしましたとおりです。

先日、原発について質問と意見を述べました。
それについて、「ご意見として、お伺います」との返事だったので、意見はお伝えできた
と思うのですが、質問に対する具体的な返事がなかったので、主に国と関西電力に再
度質問いたします。
◎質問
１、今後、日本が戦争に巻き込まれる可能性が全くないとは言い切れないし、そのため
に防衛省や自衛隊があるのですが、日本が戦争に巻き込まれて、原発が攻撃された
ら国と関西電力はどうされるおつもりですか?
「イラク原子炉爆撃事件」でWeb検索し、WikipediaのWebサイトを見ると、イスラエル空
軍機がイラクの原子力施設を爆撃した事件が載っています。
２、今回の説明を受けても、次の原発事故が起きる可能性は全くないとは言い切れな
いと思いますが、
２の1、原発事故が起き、放射線障害になったとき、完治する治療法はあるのでしょう
か?
２の2、そのような完治する治療法があってもなくても、放射線障害になった全住民・全
作業員・また放射線障害を発症したその全子孫に対し、国や関西電力が費用全額負
担で、最新の治療を受けさせ、治療費・生活費の補償をしていただけますか?
２の3、また、所有する不動産が放射能汚染された場合、国や関西電力は補償をしてく
ださるのでしょうか?
３の1、２で質問した治療・補償をする財力・財源は、国や関西電力にありますか?
３の2、そのような財源を捻出するため、結果的に電気代を値上げせざるを得ず、そう
なると原発以外の電源と変わらないのではないでしょうか?
わたしは、安全に、しかも安く電気を得られるということは、世の中にないのではないか
と思い始めています。
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『エネルギー政策における原子力発電について』
１８ページ
３・４号機の現在の発電効率を教えて下さい。
２４ページ
放射性物質分析・研究施設の名称・所在地を教えて下さい。

『新規制基準及び高浜発電所３・４号機の設置変更に関する審査書の概要』
３ページ
抑制する対策を具体的に教えて下さい。
１４ページ
電源車9台、それぞれに搭載されている発電機の発電容量（ＫＶＡ）と接続するケーブ
ルのサイズ、必要とされるケーブルの延長（最遠点まで）を教えて下さい。そのケーブ
ルは難燃ケーブルですか。
１９ページ
燃料取替用水タンクの材質と容積を教えて下さい。
２３ページ
米国原子力規制委員会が取りまとめたデータを提供して下さい。
イグナイタはどの位置にいくつ設置されていますか。発生して水素が爆発にいたる濃
度を教えて下さい。
２５ページ
一般的な事務用の机、椅子に人が座ると一人当たり約1.5㎡位の面積が必要になると
思いますが、86席＋２７席＝１１３席に1.5㎡をかけると約１７０㎡になりますが、145㎡
で足りるのでしょうか。
２９ページ
再度、お聞きします。放水砲の能力を教えてください。最遠でどれだけの距離まで放水
できますか。その時の吐出量はいくらですか。
実証実験はされましたか。

『高浜地域における原子力防災について』
１３ページ
避難により健康リスクが高まる要支援者の数は、把握されていますか。把握されてい
るのであればその数。概数で結構です。
３３ページ
「最も速やかに到着できる手段」の想定もしていませんか。しているのであればその手
段を教えて下さい。
３１ページ
想定では乗車可能人数が、２２６１台×４５人／台＝１０１７４５人となりますが２２６１台
の実乗車定員に基づく乗車可能人数（積み上げた人数）を教えて下さい。バス会社か
ら報告を求めれば簡単にわかる数字だと思います。早めにバス会社毎、地域毎等把
握しておけば、役立つ数字だと思います。
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4 12

　先日は、住民説明会の質問に対しまして、丁寧な回答を送付していただきありがとう
ございました。引き続き疑問が生じましたので、再度質問いたします。よろしくお願いし
ます。

＜資源エネルギー庁へ＞
　青森県にある使用済燃料の再処理工場（六ヶ所村）は稼働から２０年。２兆円を超え
る多大な費用をかけたにもかかわらず、事故が続いて再処理の工程が確立していま
せん。正常な再処理工程への見通しをお聞かせください。

資源エネ
ルギー庁

・六ヶ所再処理工場については、日本原燃(株)が、2006年3月にアクティブ試験（実際
の使用済燃料を用いた試験）を開始し、2013年5月に事業者が行う全ての試験が終了
し、安定運転が可能であることが事業者において確認されました。その後、日本原燃
(株)は2014年1月に原子力規制委員会へ事業変更許可等を申請し、現在、原子力規
制委員会による審査中です。日本原燃(株)は2018年度上期の竣工を予定しています。

いただいた一部の質問に対する回答については、前回お答えしましたとおりです。

内閣府

福島事故の教訓及び国際基準を踏まえ、原子力規制委員会が策定した原子力災害
対策指針では、全面緊急事態に至った場合、PAZにおいては放射性物質の放出の有
無に拘わらず予防的に避難し、UPZにおいては原則、屋内退避するとされています。
これは、原子力規制委員会が距離に応じた影響の違いを考慮して設定したものであ
り、より大きな影響を受けることが予測されるPAZ（概ね5km圏内）の方が、放射性物質
の放出前に優先して避難していただくとともに、UPZ（5-30km圏内）の方には、まずは
屋内退避により、放射性物質からの影響を少なくするために屋内退避を実施すること
としております。
ひどい渋滞が生じて被害が大きくなったことは福島事故の教訓であり、そうしたことも
踏まえて原子力災害対策指針では段階避難の考え方を示しており、この考え方を住民
説明会や訓練等の機会を活用して住民に理解していただくことが極めて重要と考えて
おります。

避難時における交通混雑を解消し、円滑に避難を実施するため、関係府県警察等に
よる主要交差点等における交通整理・誘導、信号機操作などの交通対策を行います。
　また、避難時に自然災害等により道路等が使用できないような場合に備えて、予め
複数の避難経路を設定しています。なお、それでも避難することが困難であるような場
合には国、関係府県、関係市町が連携し、道路の啓開のための応急復旧策や代替経
路の確保策を検討・実施することとなります。また、不測の事態が起きた場合には警
察、消防、海上保安庁及び自衛隊といった実動組織による救助を行うことになります。

災害時、火災や家屋の損壊で避難できない場合には、最寄りの公民館等の避難所に
て屋内退避していただくことになります。

原則は避難指示にあわせて避難していただくよう、平常時から原子力防災の考え方に
ついて普及、啓発を進めるとともに、緊急時には住民の皆様に必要な情報を適時、適
切に広報できるよう体制を整備することになります。一方、それでもなお避難を辞退す
る方がいた場合の体制については、自治体において適切な対応がとられるものと考え
ています。

　原子力災害時に避難により健康リスクが高まる恐れのある病院や社会福祉施設の
入所者等の要配慮者や住民等が屋内退避をするための建物について、放射線防護
対策、資機材の整備、及び物資の備蓄等の整備について、国で予算を確保して対策
を講じています。
現在は、10km圏内の施設の整備を優先的に進めていますが、10～30km圏内につい
ても、離島、半島及び山間部等、自然災害等によって孤立化する恐れがある地域の施
設についても、順次、整備できるよう、国で予算補確保するよう努めています。

　避難退域時検査は、検査の全体的な信頼性を損なわずに、かつ迅速な避難等が妨
げられないような効率性が保たれるよう配慮しており、
その内容については、既に、「原子力災害時における避難退域時検査及び簡易除染
マニュアル（原子力規制庁原子力災害対策・核物質防護課、
平成２７年３月３１日作成、同年８月２６日修正）で示しています。
　また、簡易除染によってもOIL４以下にならない住民は除染が行える機関で別途除染
を行うこととしています。
　なお、放射性ヨウ素による内部被ばくが懸念される場合には、別途、拠点病院等にお
いて甲状腺検査を行うこととなります。

　UPZ圏内の住民については、緊急時モニタリングの結果に基づき、避難や一時移転
を実施することになり、避難途中において避難退域時検査（スクリーニング）を受けるこ
ととなります。その際、原子力災害対策指針において定める基準値以上の汚染が計測
された場合には、その場で除染を行うことになります。もし基準を下回らない場合に
は、汚染拡大防止処置を行った上で、除染が可能な機関で除染を実施します。また、
場合によっては、内部被ばくの検査ができる機関や二次被ばく医療機関へ搬送するこ
とになります。

3

リスト４６にて質問提出しましたが、下記のとおり再質問提出しますのでよろしくお願い
します。
質問3は、主旨を的確に表現できていなかったので前半部分は回答が得られませんで
した。
下記のように具体化して再提起します。また、回答文内に新たに疑問点を感じたので
併せて質問。
「屋内退避が基本、一斉避難しない」というが、「段階的避難」の実現は極めて困難で
はないか?
あくまでも「避難させる側」の論理であり、「避難する側」の感覚とは相容れないのでは?
「原発で事故発生した」という情報を得た時点から、(PAZの避難指示の発令を聞くまえ
に、また何らかの理由で聞かず)UPZでもマイカーなどで自主避難を開始する市民が多
数出るのではないか?
「プルームをやりすごしてから」という冷静な判断と行動をする人は少数派ではないか?
また、遠方のモニタリングポストの数値が跳ね上がるのを待つより、自前の線量測定
器の測定結果に基づいて判断、避難行動するグループも多数発生すると予想される。
かれらを規制することはできるか? また制止する権限はどこにあるのか(チェルノブイリ
と違う)?
避難指示前からの行動であれば、「市民の自発的行動」として容認するしかないので
はないか?
避難バスがやってくるころには、自主避難の車両で道路は溢れているのではないか?
また人が退去した後の住宅などから出火した場合、消火活動は困難であり(市街は住
宅密集地多く)
大規模な火災になりうる。屋内退避している余裕はなくなってしまうのではないか?
一方、避難辞退する人々も出てくる可能性があるが、これらの人々や行方不明者を捜
索・保護する体制は不十分ではないか? 　　チェルノブイリのように大量被曝前提で消
防・軍隊を動員するようなことは工数的時間的に困難ではないか?
混乱をすこしでも食い止めるためには大規模なシェルター(対放射線、耐火、耐熱、防
水、非常食付)を要所に建設しておくべきではないか?　(ヘリポート付きで)　回答では現
在5カ所になっているが、大規模なものは5カ所としても小規模なもの(100～300人用)を
多数分散配置すべきでは?
→避難路で立ち往生した人々がその場しのぎするために、道路沿いに必要ではない
か?
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市

○放射線防護対策施設につきましては、避難施設や避難車両の準備に時間を要し、
即時の対応が困難な福祉施設の入所者や、発電所から５ｋｍ圏内などの在宅の要配
慮者等が一時的に退避できる施設として、大浦会館や朝来小学校、１０km圏内の福祉
施設を整備しているものであり、施設内で一時的に退避した後、避難の体制が整った
段階で避難を開始していただくこととしていることから、現在のところ、すべての学校等
に整備する計画はありません。

○学校や児童の生徒の対応につきましては、京都府教育委員会の『いのちを守る「知
恵」をはぐぐむために～学校における安全教育の手引き～』及び市が各学校等に配布
したひな型をもとに作成された各学校の避難マニュアルに基づき対応されることとなっ
ています。また、保育所、幼稚園につきましても、現在、市と連携し、避難マニュアルの
作成を進めていただいているところであり、今後も各施設と連携しながら防災対策を進
めていきたいと考えています。

○京都市における避難先の施設につきましては、平成２７年２月に京都府において作
成された原子力災害広域避難要領の中で示されたところです。
京都市からは、これらの施設の中には、跡地利用が検討されている学校跡地が含ま
れているものの、京都市では、約７万９千人分の避難所が確保されていることから、舞
鶴市の約６万５千人の避難者の受け入れについては、支障がないものと伺っていま
す。
また、現段階では、学校跡地の施設につきましても、避難所として活用できるものと
伺っており、今後、跡地活用に伴い施設の管理者が変更となった場合につきましても、
施設の管理者や地元の皆さまの理解を得ながら、避難者の受け入れが可能となるよ
う取り組まれていくと伺っています。
なお、今後、跡地活用に伴い、仮に施設が使用できなくなり、舞鶴市の避難者の受け
入れに支障が出てきた場合には、京都府や京都市と十分調整していきます。

原子力
規制庁

（追加回答）
○東京電力福島第一原子力発電所事故において、従来の立地審査指針で想定してい
た事故の規模を上回る事故が発生したことを踏まえ、放射性物質の異常な水準の放
出を防止するという観点から、重大事故等対策の有効性を確認することとしています。

○新規制基準においては、個別の機器の設置を求めるのではなく、炉心損傷防止対
策や格納容器破損防止対策等のために必要な機能を求めています。規制基準では、
満足すべき性能水準を要求し、それを実現する「技術」は必ずしも指定しないのが国際
的に一般的な考え方です。
○要求する性能水準を満たすのであれば、ご指摘の設備に限らず、他の方法でも問
題ありません。
○なお、ご指摘の技術は、現在欧州で建設中の原子炉に限られて導入されているもの
であり、欧州でも既設の原子炉に対してご指摘のあった技術が導入された例はありま
せん。
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質問に対し、丁寧な回答いただきありがとうございました。しかし、どの回答に対して
も、多くの言葉で述べられていますが、私の質問の本旨には答えておらず、すり替えの
回答となっています。まず最初に回答内容がどれも再稼働有りきを前提とされた内容
と感じられ、住民側からの安全についての懸念にまともに答えていない点で、何故この
ような事になるのか大いなる疑問を感じますので、①まずこの点についてお答えくださ
い。
　②また、回答を見ている限り、原発再稼働を優先し、本来、国や自治体の仕事として
の住民の安全、命と暮らしを守る点での明確な姿勢が感じられません。この点で何を
おいても住民の命と暮らしを最優先で守る事を明確に公表するのか国、府、市とも答え
て頂きたい。さらに、説明会の進め方自体も、「資源エネルギー庁」「原子力規制庁」と
原発の必要性をまず累々と述べ、次に原発の安全性を述べ、最後に高浜原発の原子
力防災の順、これは住民からの目線でなく、安全を押しつけるものそのものであり、原
発推進の手口と言わざるを得ない。③何故、この順番なのか府として答えてください。
住民の安全を日頃から口にする京都府のこれがやり方なのですか。住民のためにと
がんばっている府職員への背信と思わざるを得ない。
１、「エネルギー政策における原子力発電について」での説明が高浜原発の安全性と
どう関係があるのかの説明を求めているのに、回答は「国民生活や産業活動に大きな
影響が及んでおります」と、高浜原発の安全性に関係ない理由を述べています。原発
の再稼働が住民の安全を向上させることになるのでしょうか。求めている事に正面から
答えてください。
２、「古い基準で造られた古い原子炉本体を使う事が何故、安全性が増すのか」と質問
したのですが「新規制基準への適合性を確認」「自然現象の想定や、重大事故に対す
るための設備及び手順の実現可能性・・・」としているが、どれも阻止対策でなく、おざ
なりの「対応」であり、
①「原子炉本体を使う事が何故、安全性が増すのか」に明確に答えてください。
②また、「世界最高水準の新規制基準に適合する・・・」との回答だが、新基準から国際
基準の100ｍＳｖからも劣る「敷地境界線量の立地基準250ｍＳｖ以下」さえ削る事が世
界最高水準の規制と言えるのか、また、なくすことが安全性を向上させることになるの
か。明確な回答をお願いしたい。
③さらに、炉心が融けた場合に備え、海外新型炉の標準装備のコアキャッチャーを装
備しないのですか、明確な回答をお願いしたい。
　また、キャビティに水を張って止めるというが、冷却装置を失い、炉心が融け落ちる時
にどのように水を流し込むのか、判るように図で明確に説明して欲しい。また、水と反
応して、水蒸気爆発の危険があるが、それを抑える実証実験があるのか、どう抑えら
れるのか答えて欲しい。
６、「放水砲で抑制」について、現場での実際の作業を誰がするのかについても、回答
がない。明確に回答を頂きたい。また、作業員の労基法上の安全対策、汚染区域での
作業の基準はどうなっているのか。クリア―出来るのか。明確に回答いただきたい。
７、「使用済み核燃料」の処理について、①高浜原発で「使用済み核燃料」プールに今
どのぐらい（量・％）溜まっているのか、②再稼働をすればあと何年で満杯になるのか、
③今後の実際の処理をどうしようとしているのか。の回答がないがそれぞれ、明確な回
答を頂きたい。
８、避難に必要なバスの確保については、回答がありましたが、バスが確保できても①
ＵＰＺ内での避難用のバスの運転手に適用される放射能汚染区域での作業の労基法
の基準はどうなって入りのですか、どの法律でどのような数値で規定されているのか回
答いただきたい。②また、放射能汚染区域でバスの運転出来る資格者・運転手の人
員、確保出来ている人員、③また、その配置計画が出来ているのか。明確にお答え頂
きたい。

いただいた一部の質問に対する回答については、前回お答えしましたとおりです。また、一部の質
問については、再質問でないため回答いたしません。

＜舞鶴市へ＞
１．過酷事故が発生した場合、屋内退避が基本と説明がありましたが、屋内にいても
被曝は避けられません。学校等の公共施設の放射能防護工事が必要と考えますが、
計画はあるのでしょうか。
２．舞鶴市の防災については、全戸への防災無線の設置が必要と考えますが、いかが
でしょうか。計画はございますか。
３．保育園、幼稚園、小・中学校で児童・生徒を保護者に引き渡す訓練等まだまだ訓練
やシミュレーションが不足していると思います。いざという時のマニュアル設置や各事
業所への徹底等、不十分と考えますが、計画はありますか。

＜京都府へ＞
舞鶴市民8.5万人のうち6万人が避難する予定の京都市で元小学校14校のうち4校が
民間の業者に売却、貸与されると聞きましたが、本当でしょうか。だとしたら避難計画そ
のものが実効性のないものと言わざるを得ません。どのようにお考えですか。

＜関西電力へ＞
高浜発電所の1号機、２号機は稼働から40年、41年を経過し、老朽化しています。外国
では20～30年が耐用年数ですが、40年を更に延長すれば、世界初となります。本当に
安全といえるのでしょうか。お聞かせください。

以上、よろしくお願いします。

内閣府

８の①
平時から放射線業務をされる方については、労働安全衛生法の厚生労働省令（電離
放射線防護規則）により、平時と緊急時の被ばく線量限度が設定されていますが、民
間のバスの運転手など、放射線業務を普段されない方についての規定はありません。
バスの運転手等に係る基準としては、１ｍSVを超えて被ばくすることがないに管理する
方針について、内閣府にて示しているところです（「共通課題についての対応方針」（平
成25年10月）。

８の②及び③
UPZ圏内については、緊急時モニタリングの結果に基づき、500μSｖ/h以上が計測さ
れた区域の住民については直ちに避難、20μSv/h以上が計測された区域の住民につ
いては一週間程度の間に一時移転等を行うこととなります。
その際のバス及び運転手の確保については、平成２０年１月に京都府と京都府バス協
会が締結した大規模災害時における協定や、平成２７年１２月に関西広域連合や連携
県である福井県・三重県・鳥取県がそれぞれの府県バス協会の間で締結した「大規模
広域災害時におけるバスによる緊急輸送に関する協定」に基づき実施します。UPZ圏
については、放射性物質の放出状況により、一時移転等を実施する区域や住民の数
が様々であることから、その時の状況に応じた人員や車両の配置計画がなされること
になりますが、個人線量計による被ばく線量が一般公衆の線量限度である１mSvを超
えないよう管理し、その範囲で業務に従事していしていただくことになるため、特別な資
格等は必要ありません。
　内閣府においては、防護服や個人線量計等の資材に係る予算措置を実施している
ほか、原子力災害時の対応力を高めるため、バス運転手向けの研修などを実施して
います。さらに、バス事業者を含む緊急時の防災業務関係者の安全確保に関しては、
内閣府において専門家による検討会を開催しており、本年中を目途に結論を得て、そ
の結論を踏まえ必要な措置を行う予定です。こうした取組を通じて、緊急時のバスの運
転等の業務について理解と協力が得られるよう努めてまいります。

　前回の質問に対する回答に記載いたしました原子力規制委員会が報告をしている
「緊急時の被ばく線量及び防護措置の効果の試算について」、及びご指摘いただきま
した「原子力施設等の防護対策について（以下「防災指針」という。）」で示されている低
減効果の出典は、ともにIAEAが示している「Planning for Off-site Response to
Radiation Acccidents in Nuclear Facilities(IAEA-TECDOC-225)」が該当します。
　ご質問にある「木造家屋　1割低減」と記載されている箇所は、防災指針において放
射性プルーム通過時のガンマ線による被ばくの低減係数0.9（1割低減）と記載されてい
ます。原子力規制委員会の試算の資料においても「放射性プルームからのガンマ線等
の影響に対して10％低減（木造家屋の場合）」と防災指針と同様の記載があります。
　また、「木造建築物で60～80％との回答」は、防災指針では、沈着した放射性物質の
ガンマ線による被ばくの低減係数として、木造家屋では0.4（6割低減）、ブロックあるい
は煉瓦造りの家屋では0.2（8割低減）と記載されています。原子力規制委員会の試算
の資料においても、「周辺環境中の沈着核種からのガンマ線等の影響に対して木造家
屋では60％低減、石造りの建物では80％低減」と防災指針と同様に記載されていま
す。
　前回いただいたご質問に対しては、放射性物質沈着後の低減効果を用いて回答して
います。なお、プルームが長時間又は継続的に到来する場合には、屋内退避の低減
効果が失われることが想定されるため、そのような場合には原子力規制委員会の助
言の下、原子力災害対策本部の指示により屋内退避から避難への切り替えを行うこと
となります。

4 12

3 ページ



再質問　 『高浜発電所に係る舞鶴市住民説明会』　における再質問等に対する回答集約【公表用】（平成２８年５月１７日修正）

№
当初

質問№
再質問 機関 回答

関西電力

○多重に設けた非常用発電機や非常用炉心冷却設備が万一多重に故障しその機能
を喪失したとしても、別途設けた空冷式の非常用発電装置やポンプにより格納容器ス
プレイあるいは格納容器代替スプレイにより格納容器内に注水した水を連通孔を通じ
て原子炉容器下部に設置された原子炉下部キャビティに流入させる構造としました。
なお、炉心損傷を検知してから格納容器内にスプレイを行うことにより、原子炉容器が
破損し溶融炉心が落下する前に、溶融炉心の冷却に十分な蓄水がなされることを確
認しております。
○水蒸気爆発に関しては、これまで我が国だけでなく欧州や韓国などにおいて実験が
数多く行われています。実機の燃料を模擬した溶融物（二酸化ウランと二酸化ジルコ
ニウムの混合物）を用いた実験のうち水蒸気爆発が見られたケースのほとんどは、意
図的に外部トリガ※を与えたものです。一部の実験においては、外部トリガがない場合
でも水蒸気爆発が見られていますが、いずれも実機原子炉で想定される溶融燃料の
過熱度を大きく上回る過熱度を与えるなど意図的に水蒸気爆発を起こりやすくしたもの
です。実機原子炉においてこれらの実験と同様の状態が発生することは考えらないこ
とから、水蒸気爆発が起こる可能性は極めて小さいと考えております。
※水中で分散し微粒子化した溶融物の表面にできた蒸気膜を高圧のガスの噴出によ
る圧力波などにより強制的に崩壊させ、液－液直接接触を起こさせることにより水蒸気
爆発を促進すること。

○高浜発電所には、現在（１１月末時点）、2,551体の使用済燃料が貯蔵されていま
す。これは、貯蔵容量の約90%となります。
○満杯時期については、仮に、高浜発電所からの搬出が全くなく（六ヶ所への搬出が
ない）、高浜発電所４基全てのプラントが稼動した場合、使用済燃料ピットが逼迫する
のは今から７～８年程度後になりますが、実際には発電所の運転状況、六ヶ所再処理
工場の状況によるため、使用済燃料ピットの満杯時期は一概に決まるものではありま
せん。
○ 当社は、使用済燃料については、国の政策に基づき再処理工場に搬出し、再処理
することとしており、六ヶ所再処理工場の早期竣工および竣工後の安全・安定操業に
向けた支援等を実施してまいります。

市

市民の安全・安心を確保しなければならない市としましては、万一の際の住民避難に
つきまして、市が先頭に立ち、国や京都府、関係機関の協力を得ながら、責任を持っ
て取り組んでいきます。現在、より実効性のある避難計画となるよう舞鶴市住民避難
計画の改正作業を行っており、今後、あらためて市民の皆様にご説明したいと考えて
います。

内閣府

舞鶴市のPAZ圏内（PAZ圏に準じた避難を行う地域を含む）の住民の方々は、京都府
内・府外避難を行う場合、舞鶴東ICではなく舞鶴西ICから舞鶴若狭自動車道に入り、
京都市や神戸市に向かう避難ルートを設定しております。
一方、高浜地域のPAZ圏内（内浦地区・青郷地区・高浜地区）の住民の避難経路とし
ては、福井県内避難の場合には、舞鶴東ICではなく「国道２７号線→小浜西IC→舞鶴
若狭自動車道→敦賀IC→敦賀市」のルートや「国道２７号線→敦賀市」のルートなど複
数設定して敦賀市に避難することを基本としています。
このように、できるだけ舞鶴東ICに交通が集中しないような計画としております。

市

　ＵＰＺの安定ヨウ素剤の緊急配布は、避難時集結場所や避難中継所で配布するよう
考えていますが、現在、迅速に配布・服用できる体制が整備できるよう、京都府やＵＰ
Ｚ圏内の関係市町及び関係機関と配布方法等について協議を進めています。
また、安定ヨウ素剤の成分などのアレルギー反応がある人の対応につきましては、今
後、京都府や関係機関と十分調整していきます。

　京都市における避難先の施設につきましては、平成２７年２月に京都府において作
成された原子力災害広域避難要領の中で示されたところです。
京都市からは、これらの施設の中には、跡地利用が検討されている学校跡地が含ま
れているものの、京都市では、約７万９千人分の避難所が確保されていることから、舞
鶴市の約６万５千人の避難者の受け入れについては、支障がないものと伺っていま
す。
また、現段階では、学校跡地の施設につきましても、避難所として活用できるものと
伺っており、今後、跡地活用に伴い施設の管理者が変更となった場合につきましても、
施設の管理者や地元の皆さまの理解を得ながら、避難者の受け入れが可能となるよ
う取り組まれていくと伺っています。
なお、今後、跡地活用に伴い、仮に施設が使用できなくなり、舞鶴市の避難者の受け
入れに支障が出てきた場合には、京都府や京都市と十分調整していきます。

437

市 ご意見としてお聞きし、市民の安全安心の確保に向けた取り組みの参考といたします。

拝啓　初冬の候　ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
　平素は大変お世話になり、誠にありがとうございます。
　早速ですが、高浜原発に対して、色々と市民の意見があると存じますが、私は私なり
に次のような事を書き綴りました。
　これも将来何が起こるかわかりませんので、一応文書を以って提出致します。
　当然他の市民や舞鶴市自体の意思等も取りまとめて、政府の方へ提出されると存じ
ます。
　どうか私も一市民として、この世に生を受けた最後の念願として記したものであり、お
聞き届け下さり、政府にこのまま届けて下さいますよう、お手数ですがよろしくお願い致
します。

　日本政府が推し進めている高浜原発再稼動の一連の作業も最終局面に至り、最終
は内閣府に於いてよく検討されて調整して、最後に総責任者である総理大臣が全責任
を持って決断される事であります。
　現在、社会を二分し、原発再稼動に対する成否の対立意見があり、社会問題となっ
ておりますが、高浜原発より三十キロメートル以内に何百年も前より住みついて、平穏
に暮らし続けている人間として、万が一にも大事故が発生して未曾有の被害が出た場
合、この案件に対して、最終決定以前に関係当事者として、自身の切実で率直な申し
分として改めて申し述べます。
　また、後日将来、何時までも最善の配慮をお願いすると共に、遺憾なきようよろしくお
願い致します。
　戦後の民主国家として憲法に保護され、自由で人権、財産権、既得権など手厚い保
護で守られて、安心して暮らしている中で予想しない出来事で、一瞬にして消滅して谷
底に落ち込んだとしたら、その責任の所在は、また今日迄長年にわたって多くの人々
で積み重ねてきた絆や実績が全て消える事は、誠に残念で耐え難い問題です。これら
の補償や後始末など、全ての責任は、日本政府が背負う事になると考えます。
　最後に申し入れます。
　我々が、毎日安泰な生活を送り、何不自由なく働き生活して来たものを、突然完全な
了解なしに政策を決定して大きく舵を切り、安全を第一にした確実な道を誤り、危険な
道に追い込む事になります。結果的に処理負担は一切日本政府が受け持ち、万一被
害や損害を与えた場合は、即刻責任を持って完全に保証すると共に全額支給する。な
お、この項目が不服であったり、納得出来ない場合は、高浜原発再稼動を一切認めず
休止させる。
　これは道理にかなった事柄であり、何卒よろしくお願い致します。

高浜原発地域協議会（12/15）においての舞鶴市の提出文章で「エネルギー政策上、
原子力発電所が必要なことについては一定理解した」とありますが、他の自治体から
は、疑問や意見、注文などが述べられる中、舞鶴市長は原発再稼働容認の姿勢です
か。
　また、「再質問の内容を踏まえて」と述べられているのなら、これだけの質問や疑問、
不安が寄せられ、福島原発の事故でふるさとを生業をなくし、未だに多くの県民が避難
生活を余儀なく去れ、家族バラバラの生活で苦しんでいる生々しい実態を目にしても、
１、 関電の産業活動を優先されるのか、住民のいのち暮らしを守る立場できっぱりと再
稼働に反対を表明するのかはっきりとした回答をお願いいたします。
２、11番の屋内退避での効果についての質問に対し、回答では木造、石造り建物での
「放射線の影響を60～80％低減」としていますが、「原子力施設等の防災対策につい
て（原子力安全委員会　平成14年11月）」では屋内退避の場合の被爆低減効果は「木
造家屋　1割低減」としていますが、「木造建築物で60～80％との回答」はいかなるゴマ
か、どこからの出典ですか？、具体的に明確にお答えください。
３、前回質問に対し、明確な回答がない部分「いただいた質問の一部については、現
在調整中です」とされていますが、後日、誠実な回答がなされるのでしょうね。お伺いい
たします。

　私は、「舞鶴市住民避難計画」を、より実効性のあるものにして頂きたいと思います。
　他にまだまだ疑問があります。

●例えば、「安定ヨウ素剤」の緊急配布について、一時集結場所「朝来小学校」に行け
ない住民はどうなるのか？「アレルギー体質」の方はどうするのか？

●例えば、舞鶴市避難住民（UPZ)が南方面（京都市内）になったとして、一部の住民は
廃校になっている校舎に避難となっているが、避難施設として整備してあるのか？

●例えば、舞鶴市PAZ圏内の住民（641人）に加え、高浜地域PAZ圏内の住民（内浦・
青郷・高浜・計7,953人）の主な避難経路として、「舞鶴若狭自動車道」・「京都縦貫自動
車道」になっています。「東舞鶴インター」を利用するとなっているが、速やかに避難で
きるのか？

●例えば、放射線防護対策（シェルター）を施した「屋内退避施設」（工事予定を含め、
舞鶴市内計５施設）を避難行動要支援者の為に設定したとなっているが、避難行動要
支援者以外の避難者は受け入れてもらえないのか？「内閣府」は柔軟に対応しないの
か？

●例えば、UPZ圏内の学校・保育所の児童や園児について保護者への引渡し方法、
避難方法を設定しないのか？

●例えば、11月に「伊根町・宮津市」は合同避難訓練を実施しているが、舞鶴市はUPZ
圏内の避難訓練の計画はないのか？

●例えば、自然災害の避難情報はテレビ（NHK・KBS京都のデータ方法）で確認は出
来るが、原子力災害時の地域別避難情報は無いのか？住民への国等の情報伝達体
制の充実を図って貰いたい。

6
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7 43 市

　放射線防護対策施設につきましては、避難施設や避難車両の準備に時間を要し、即
時の対応が困難な福祉施設の入所者や、発電所から５ｋｍ圏内などの在宅の要配慮
者等が一時的に退避できる施設として、大浦会館や朝来小学校、１０km圏内の福祉施
設を整備しているものであり、施設内で一時的に退避した後、避難の体制が整った段
階で避難を開始していただくこととなっています。
避難や一時移転の指示が出された場合は、健康な人はまず避難を優先していただくこ
ととなりますが、その際、体調の悪化等により避難が困難となった場合は、必要に応
じ、一旦、放射線防護対策施設に一時的に退避していただくこととも考えていきます。

　学校や児童の生徒の対応につきましては、京都府教育委員会の『いのちを守る「知
恵」をはぐぐむために～学校における安全教育の手引き～』及び市が各学校等に配布
したひな型をもとに作成された各学校の避難マニュアルに基づき対応されることとなっ
ています。また、保育所、幼稚園につきましても、現在、市と連携し、避難マニュアルの
作成を進めていただいているところであり、今後も各施設と連携しながら防災対策を進
めていきたいと考えています。

　本市では平成２６年１月に、ＰＡＺ及びＰＡＺに準じた地域の住民避難のほか、ＵＰＺ圏
内の避難時集結場所の開設、福知山市でのスクリーニング検査等の総合訓練を実施
しています。
今後におきましても、様々な状況を想定した実践的な訓練を実施して検証を重ねてい
きたいと考えています。

　情報伝達につきましては、自然災害と同様に防災行政無線、まいづるメール配信
サービス、緊急速報メール、市ホームページ、テレビ、ラジオ、市広報車、消防団など
複数の手段により行うこととしています。

原子力
規制庁

（追加回答）
○新規制基準においては、個別の機器の設置を求めるのではなく、炉心損傷防止対
策や格納容器破損防止対策等のために必要な機能を求めています。規制基準は、満
足すべき性能水準を要求し、それを実現する「技術」は指定しないのが国際的に一般
的な考え方です。
○ 日本の新規制基準においても、溶融炉心の冷却機能を求めており、具体的な対策
の有効性は審査の中で確認しています。

○また、東京電力福島第一原子力発電所事故については、基本的な事象進展等につ
いて整理されています。これを踏まえ、新規制基準を制定しました。

市

　今回、国において作成された「高浜地域の緊急時対応」では、ＵＰＺにおける防護措
置の考え方として、全面緊急事態となった場合には、まず住民は「屋内退避」をして、
その後放射性物質が放出され、放射性プルームが通過している場合は屋内退避を継
続し、緊急時モニタリングの結果に基づき、ＯＩＬの基準に基づく空間放射線量率が高
い区域を特定し、特定された地域の住民から避難、または一時移転を開始するとされ
ています。
市としましては、万一の際の住民避難つきましては、市が先頭に立ち、国や京都府、関
係機関の協力を得ながら、責任を持って取り組んでいきます。
現在、関西広域連合の「広域避難ガイドライン」及び京都府の「広域避難要領」のほ
か、「高浜地域の緊急時対応」の内容を反映する中で、より実効性のある住民避難計
画となるよう、年度内を目途に改正したいと考えており、今後、あらためて市民の皆様
にご説明したいと考えています。

8 47

いただいた一部の質問に対する回答については、前回お答えしましたとおり、もしくは追加でお答
えしましたとおりです。

①新しい規制基準が「世界で最も厳しい水準の規制基準」という言い方が使われてい
るが非常に不正確という点を質問しました。その例として欧米では「コアキャッチャー」
や「格納容器の二重化」が標準となっている点を上げました。これが「世界で最も厳し
い水準の安全基準」だと思います。
　回答では、「コアキャッチャー」に相当するものとしてキャビティーが設置されていると
ありましたが、「関電から説明を受けました」だけでは疑問が残ります。キャビティーの
具体的な説明とその能力はどれほどのものと舞鶴市は認識しておられるのかについて
重ねて質問します。
　新しい規制基準は総じて原子炉本体やそれに近いところのハード面の設計変更は要
求していません。現に関電が住民に９月から配布している説明資料でも「代替低圧注
水ポンプ」「中圧ポンプ」「大容量ポンプ」「消防ポンプ」などが追加設備で原子炉本体
やそれに近いところの設計変更はしていません。
　核燃料の溶融やメルトダウンは起こらない考えていた福島事故前の安全基準や安全
神話の時代なら「キャビティー対策」で説明がつくかもしれませんが、既存の原子炉に
は設置を義務付けず、別の設備でよいとなると「世界で最も厳しい水準の規制基準」と
は言えないのではないでしょうか。重ねて、福島事故の機器の実態の検証が出来てい
ない現在、その検証が生かされていない規制基準が「世界で最も厳しい水準の規制基
準」とは言えないのではないでしょうか。
　「コアキャッチャー」と「キャビティー」は出来ている材質が違います。加圧式型と沸騰
水型では原子炉内に充填されている気体も違い化学反応の違いもあります。化学反
応の違いで発生する気体も違う。「キャビティー」の場合冷却用の水により水蒸気爆発
の危険もあるにもかかわらず、関電は実験結果を意図的に無視をして水蒸気爆発の
可能性は低いと説明しています。
　「コアキャッチャー」は水蒸気爆発の危険を避けるため水を張らず、かつコンクリート
でなく超高温に耐えるセラミック製の断熱材で作ったひろい受け皿です。コアを広げて
薄く延ばすことにより効果的に冷却し事故の進展を防ごうとする機器です。
　舞鶴市は回答にあった「コアキャッチャーに相当するものとしてキャビティ―が設置さ
れていると関電から説明を受けました」だけでなく、あらためて関電から説明を受け回
答をお願いします。

②前回質問事項（回答がまだありません）←国からは回答しているが、今回関電にふ
る必要あり
　福島事故の際「重要免震棟」が事故対応の重要な施設になりました。その建設がま
だ始まっていない高浜発電所が「世界で最も厳しい水準の規制基準」をクリアーしたと
言えるのですか。建設までは１、２号炉の補助建屋に代替施設を設置するという説明
ですが、どのような施設なのか住民には明らかにされていません。また１、２号機は再
稼働のための検査を始め、将来稼働するつもりではないか。矛盾しているのではない
ですか。前回質問しましたが回答がまだありません。
　付け加えて次の点を質問します
　・高浜原発の免震重要棟は発電所内のどの位置に、どのような建物で、いつから建
設にかかり、いつ完成するのか。現在はどの段階なのか質問します。

③内閣府説明の「UPZ圏内における防護措置の考え方は」を舞鶴で具体化したとき、こ
れまでの舞鶴市原子力防災避難計画と現在改定作業中の改定版ではどのような点が
かわる予定なのか、また今年度の何月ごろ改訂版が出されるのか。改訂版の考え方
や内容が市民に十分理解・納得がえられるまで原子力防災避難計画が徹底されてい
ないと自治体は認識されるべきと考えますが如何ですか。

再質問
OIL基準の５００μシーベルトと２０μシーベルトと数値の差が大きくて理解できない。４
００では？３００では？どうなのか。おおざっぱすぎると思えるが。

④国からの避難指示は内閣総理大臣から行われるらしいが、関係府県から関係市町
村へ伝達されることは以前から説明がありました。福島事故の際は市町村までも届か
なかった自治体がありました。今後は市町村までは速やかに伝達が完了すると考えま
すが、問題は住民への伝達です。内閣府は「あらゆる手法を活用し周知」とあります。
　舞鶴市は「・・・など複数の伝達手段」により、と説明があり「今後も引き続き有効な伝
達手段について検討を進めていきます」と回答がありました。行政の説明の際、よく使
われる言い方ですが、全ての住民に確実に伝達できるより有効な伝達手段をいつまで
に検討されるのか。そのためには新たな予算措置も必要と考えますがその計画はある
のですか。
　内閣府が１２月１８日に発表した「福島避難実態調査」では、事故翌日までに避難指
示が８割の住民に届かなかったとあります。この実態を見たとき、舞鶴市で現在考えら
れている伝達手段について実際の伝達訓練を実施し、全ての住民に伝わるかどうか
検証する必要があると考えますが、舞鶴市にその計画はありますか。

関西電力

○多重に設けた非常用発電機や非常用炉心冷却設備が万一多重に故障しその機能
を喪失したとしても、別途設けた空冷式の非常用発電装置やポンプにより格納容器ス
プレイあるいは格納容器代替スプレイにより格納容器内に注水した水を連通孔を通じ
て原子炉容器下部に設置された原子炉下部キャビティに流入させる構造としました。
なお、炉心損傷を検知してから格納容器内にスプレイを行うことにより、原子炉容器が
破損し溶融炉心が落下する前に、溶融炉心の冷却に十分な蓄水がなされることを確
認しております。
○水蒸気爆発に関しては、これまで我が国だけでなく欧州や韓国などにおいて実験が
数多く行われています。実機の燃料を模擬した溶融物（二酸化ウランと二酸化ジルコ
ニウムの混合物）を用いた実験のうち水蒸気爆発が見られたケースのほとんどは、意
図的に外部トリガ※を与えたものです。一部の実験においては、外部トリガがない場合
でも水蒸気爆発が見られていますが、いずれも実機原子炉で想定される溶融燃料の
過熱度を大きく上回る過熱度を与えるなど意図的に水蒸気爆発を起こりやすくしたもの
です。実機原子炉においてこれらの実験と同様の状態が発生することは考えらないこ
とから、水蒸気爆発が起こる可能性は極めて小さいと考えております。

※水中で分散し微粒子化した溶融物の表面にできた蒸気膜を高圧のガスの噴出によ
る圧力波などにより強制的に崩壊させ、液－液直接接触を起こさせることにより水蒸気
爆発を促進すること。

○溶融炉心によるコンクリート侵食の防止の観点でフランスの新設炉（建設中）などに
導入されているコアキャッチャーは、溶融炉心を下部床面に接触させてから上から注
水することで侵食を防止する方式であるのに対し、日本や米国で導入されているところ
のコンクリート侵食防止の考え方は、炉心損傷を検知してから格納容器内にスプレイ
を行うことにより、原子炉容器が破損し溶融炉心が落下する前にいち早く原子炉下部
キャビティに溶融炉心の冷却に十分な蓄水を行い、溶融炉心とコンクリートの反応によ
るコンクリートの過度な侵食を防止するものです。なお、水蒸気爆発については、これ
まで多数行われている実験の結果を踏まえ、実機原子炉においてはその可能性が極
めて低いと考えているものです。
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9 51

高浜原発３，４号機再稼働について回答がありました、再質問します。
国の回答は不十分です、私が質問しているのは舞鶴市民として舞鶴で制圧ができるよ
うに行政として血のかよった回答を願います

１、宮津市長は再稼働反対を表明されました。高浜原発に隣接し立地自治体と同じ条
件下にある、舞鶴市長として明快に再稼働反対と表明願います。
２、核のごみも満杯になろうとしています、処分場、処分の方法も決まっていません、こ
れ以上核のゴミを増やしてはなりません、同時に核のごみの処分は福井県以外と言わ
れています、舞鶴市としての考えを願います
３、舞鶴市の人口は年々減り続けています、学校卒業しても地元で仕事がないので、
やむをえず舞鶴を離れるのです、雇用をうみだし活性化するため、地産、地消の再生
可能エネルギーの開発を願います、山も荒れ放題ですが整理しバイオ発電、休耕田に
太陽光発電、海は波力発電など、他にも地熱、小水力とか、地域再生の方法願います

市

　中間貯蔵施設は、国のエネルギー政策において必要とされる施設であり、国として取
り組まなければならない課題であると認識しています。
また、中間貯蔵施設については、関西電力が平成２７年１２月１１日に舞鶴市内には建
設しないと明言されたところです。

10 57 市

平成２７年２月に京都府、本市、関西電力の３者により締結しました「覚書」は、前回お
答えしましたとおり、京都府を通じて関西電力に対して意見を伝えることができ、関西
電力が回答義務を負うことになり、実質的に立地自治体の安全協定と変わらない内容
であると考えています。
この覚書の内容は、平成２７年４月１日発行の広報まいづるにおいて、分かりやすく要
約した内容を掲載してお知らせしましたほか、全文を市のホームページに掲載させて
いただいています。

一般的に再稼働の「同意」と呼ばれているのは、エネルギー基本計画に基づき、国が
立地自治体等関係者の理解を得る手続きのことであります。前回お答えしましたとお
り、安全協定や覚書は、平時における発電所の増設や保守運営に伴う安全確保を目
的としているものでありますので、新規制基準に基づく再稼働の同意権は含まれませ
ん。

京都府ならびに高浜発電所のＵＰＺ圏内の自治体５市２町では、高浜発電所に係る地
域協議会を設置して、国や関西電力にも出席を求め、国のエネルギー政策や高浜発
電所の安全対策等についての説明を受けて質疑応答を行うなど、安全に関するチェッ
ク体制を確保してまいりました。今後においても、地域協議会において、安全等の確認
を行っていくほか、覚書に基づく意見交換等を行っていきます。

国の責任につきましては、国のエネルギー基本計画において、「東京電力福島第一原
子力発電所事故の教訓を踏まえて、そのリスクを最小限にするため、万全の対策を尽
くす。その上で、万が一事故が起きた場合には、国は関係法令に基づき、責任を持っ
て対処する」と明記されています。

先日、国の原子力防災会議において、「高浜地域の緊急時対応」が了承され、事故時
の国の対応について、「自治体を最大限支援し、全力を尽くす」と明言されたところで
す。
市としましても、今後も引き続き住民避難計画をはじめとする原子力防災対策の充実
に努めていきます。

先日は質問に就いての回答をいただきまして有難うございました。
早速ですが、再質問を下記の通りさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

１．舞鶴市は何故、立地自治体と同じ原子力安全協定を関電や国に求めないのです
か？
（市の回答）
　平成２７年２月２７日府：市：関電の３社による「高浜発電所の係る舞鶴市域の安全確
保に関する覚書」を締結、この覚書により、本市は原子炉施設の増設計画や重要な変
更を行う際などに京都府を通じて関電の意見を言うことができ、関電が回答義務を負う
体制が整いました。実質的に立地自治体安全協定と変わらない内容であると考えてい
ます。

[再質問]
　立地自治体は原発再稼働について、同意権があります。
　今回の「覚書」では、舞鶴市は今回の再稼働について意見も言えず、関電の回答義
務もないと聞いております。
　本当のところはどうなのですか、舞鶴市は今回の再稼働について意見が言えるので
すか？関電に回答義務があるのですか？無いとすれば実質的に立地自治体と変わら
ない協定だとはいえないのではありませんか？

２．「立地自治体並み」の協定と言う市長発言について
　　市の回答がありません。なぜですか？

３．高浜原発再稼働について舞鶴市が求める４条件について
　その１　再稼働すべきだとの国の責任について
　　国が再稼働の責任を表明しない時は、市はどのように行動されるのですか。
　（市の回答）
　エネルギー政策については、エネルギー基本計画に基づく国の取り組みであり、原
発の再稼働についても、国の責任において行われるものであります。万が一事故が起
こったとしても、国が責任を以って対処すると明言されています。

[再質問]
　国がエネルギー政策として、原発を推進しようとしていることは承知しております。し
かし今日まで国が原発の安全対策、防災対策について「国が責任を以って対処する」
と明言したことは無いと思っています。市が国は明言したと主張されるのなら、それは
何時　何処で　誰が　誰にたいして　どのような方法で明言されたのですか？またその
内容はどのようなものですか？

その２　実効性のある避難計画をつくること
　現在ある避難計画で安全に避難できると、市長はお考えですか、できないとお考えな
ら、当面再稼働は認められないとして、その意思を国と関電に直接伝えるべきではあり
ませんか

（市の回答）
　住民避難については、市が責任を以って取り組んでいます。市の住民避難計画はさ
らに具体的な内容を盛り込んでいく必要があり、「広域避難要領」の内容を反映すべく
改正作業を進めています。
　現在国において進められている「高浜地域の緊急時対応」の内容も反映するなど、国
や京都府と連携する中で、より実効性のある住民避難計画となるよう今年度中を目途
に改正したいと考えています。

[再質問]
回答にもある通り、現在ある避難計画は、具体的な内容が不十分であり、実効性のあ
る住民避難計画とは言えません。
一方で高浜原発再稼働に向けて、着々と作業が進められています。市の４条件の一つ
である避難計画が不十分なのに、舞鶴市は高浜原発再稼働の方向に進めていくので
すか？

その３　５キロ圏（ＰＡＺ）のある舞鶴市は立地自治体に準じた安全協定を結ぶこと
　平成２７年２月２７日舞鶴市は関西電力と安全確保の「覚書」を交わしましたが、何時
どんな形で市民に公表されましたか？また、この覚書で市は関電に再稼働の意見表
明ができるのですか？関電は回答義務があるのですか。

（市の回答）
覚書は即日市のホームページで公開したほか、平成２７年４月号の広報まいづるで知
らせました。

[再質問]
広報まいづる平成27年4月号には、回答通り関連する記事は掲載されています。しか
し内容は簡単にまとめてあり、覚書文書の掲載はありません。どうしてでしょうか？
市民の安全と安心の最大の関心事であり、国家挙げて取り組んでいる今回の高浜原
発再稼働について、舞鶴市も必要としてきた安全協定の中身に係る「覚書」について、
その全文を掲載することが必要なのではありませんか？

（市の回答）
　自治体と電気事業者が結ぶ安全協定等は、平時における発電所の増設や保守運営
に伴う安全確保を目的としているものであり、福島第一原発事故以降の原子力発電所
の再稼働は、新基準の施行に伴い技術規準に適合していることが、法律上求められる
手続きでありますので、安全協定等に基づき意見を述べる対象となりません。
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4111

10 57

　平成２６年５月に原子力規制委員会にて報告された「緊急時の被ばく線量及び防護
措置の効果の試算について」において、野外と比較した木造建築物又は石造りの建物
の場合における屋内退避の低減効果について参考として引用されています。具体的
には、木造建築物又は石造り建物の遮蔽効果による外部被ばくについては、地上に沈
着した放射性物質からの放射線の影響に対し、それぞれ60％又は80％低減し、また、
建物の密閉効果による内部被ばくについては、空中の放射性物質を呼吸により摂取
する影響に対し、それぞれ75％又は95％低減すると試算されています。なお、病院等
のコンクリート構造物は、石造りの建物よりもさらに高い効果が期待できるとされてい
ます。
　いずれにしても、住民の被ばく量を可能な限り低減するため、屋内退避中について
は、屋内退避の効果を高めるため、すべての窓やドアを閉め、換気を止めて外気を遮
断することなどの対策を行っていただき、一時移転等の指示により屋外に出る際に
は、身体に放射性物質が付着しないようにレインコートを着用したり、放射性物質を体
内に吸い込まないようマスクをしたり、タオルやハンカチで口や鼻をおおうなどの対策
をとっていただき、避難時集結場所等において配布される安定ヨウ素剤を服用するな
どの対策をお願いします。
　また、原子力発電所から気体状又は粒子状の放射性物質を含んだ空気の一団であ
るプルームが長時間又は継続的に到来することが想定される場合には、屋内退避の
期間が長期にわたる可能性があり、その場合には、屋内退避場所への屋外大気の流
入により被ばく低減効果が失われることが想定されます。そのような場合には、原子力
規制委員会の助言の下、原子力災害対策本部の指示により、屋内退避から避難への
切り替えを行うこととなります。

　バスの運転手の安全確保策については、運転手等の雇用者が１ｍSVを超えて被ば
くすることがないよう、防護服や個人線量計等を装備し、個人線量計による被ばく線量
が１ｍSVを超えないように管理する方針について、内閣府にて示しているところです
（「共通課題についての対応方針」（平成25年10月）。
　また、内閣府で設置した「オフサイトの防災業務関係者の安全確保に関する検討会」
において、原子力災害時にバスの運転手等が活動をする場合の活動範囲、被ばく線
量管理、及び研修・教育訓練等の検討を進めております。

　地震等で道路が被災し、応急復旧工事が困難となり孤立化するような不測の事態が
発生した場合は、自衛隊等の実動組織による航空機等を活用した救助を行うことにな
ります。

市

●使用済核燃料の貯蔵をどうするのかは、原発が稼働すれば当然直面する課題で
す。アクションプランに基づき政府が積極的に関与し貯蔵能力の拡大を図るとしていま
すが、日本の原発が稼働をはじめてから今日まで、｢トイレなきマンション」と指摘されな
がら解決されてこなかった問題です。貯蔵能力を増やすには貯蔵場所の確保が最大
の課題で地域住民の理解が不可欠となりますが、原発の新設と同様、困難となってい
ます。
将来にわたり10万年も放射線を出し続ける「核のごみ」を引き受けるところなどあり得
ません。そのほかに、使用済核燃料の六カ所再処理工場・高速増殖炉の稼働、高レベ
ル廃棄物の処理等の課題が山積し、これらすべてが困難に直面しています。核燃料サ
イクル政策は海外では既に撤退しており、日本でも再処理工場や高速増殖炉が正常
に稼働するメドは立たない状況のもと、その推進に固執することは、多額の税金をつぎ
込むことになります。使用済核燃料の発生をなくすには、原発の稼働をやめることでの
み可能です。
●事故が発生したときの避難について、PAZ圏は早期に、UPZ圏は屋内退避としてい
ます。屋内退避の場合、屋外で被曝するのと比べてどのくらい軽減されるのか、コンク
リート造、木造に分けて教えて下さい。今は屋外に出ても大丈夫か、ダメか、どうしたら
わかるのか、教えて下さい。
●バス運転手の被曝線量は労働安全衛生法で通常時１ミリシーベルト、緊急時でも20
ミリシーベルト以下とされています。この制限値を越えて運転業務に就く事は禁止され
ています。一般的に考えて、被曝されていない地域から、被爆地に行くことはいやがる
と思うのですが労安法の制限値もあり、バス運転手の確保は難しくなると考えられま
す。その場合避難バスの調達はどうするのでしょうか。学校などに集合してもバスが来
なければその場所で被曝する事になります。
●地震等で道路が通行止め等になった場合、複数の避難経路が確保されていない地
域の避難をどうするのか。応急復旧等の工事を行う場合、道路が渋滞する中での重機
等の搬送、作業員の被曝が心配されますがそんなことが実際に可能だとは思えませ
ん。
●安定ヨウ素剤は、子どもには被曝前に服用する事で被害を少なくする事が可能です
が、保育所･幼稚園・小・中学校等での早期服用が必要です。保護者が不在等で引き
渡しが遅れる、帰宅途中での被曝、家庭に安定ヨウ素剤を誰が届けるのか等を考えた
ら保育所等で服用するのが一番実際的な方法だと思いますが、そうしない理由は何で
すか。

内閣府

いただいた一部の質問に対する回答については、前回お答えしましたとおりです。

［再質問］
「1　平成27年2月覚書によれば、原子炉施設の重要な変更の際などは、関電に対して
意見を伝え関電が回答義務を負う体制になったとあります。
　今回の再稼働にあたっては、新基準に適合すべく原子炉施設の大幅な施設改善が
行われたはずです。
　そうであれば、覚書に基づいて、市は意見を述べ、関電は回答の義務を負う筈です。
市はどのように考えているのですか？
　それとも、原子炉施設の重要な変更が無かったとお考えですか？
立地自治体は再稼働についての「同意権」を持っています。
その同意権安全協定に基づくものと思いますが、そうではないのですか？それとも別
の覚書があるのですか？
市は覚書の締結によって、実質的に立地自治体の安全協定と変わらない内容になっ
たと回答されています。
同意権の無い安全協定では、立地自治体と変わらないとは言えないのではありません
か？

「2　｛「高浜発電所に係る地域協議会」で今後も引き続き京都府と一体となって、チェッ
ク体制を確保していきます」｝と回答されていますが、現在の安全協定、覚書で市が意
見を述べることが出来ないのであれば、どのようにしてチェックするのですか？
　「チェック体制」とは、どのような意味合いで使われていますか、原発の必要性、安全
性、防災について課題や問題点を検証しても、その先意見を述べることができなけれ
ばチェックしたとは言えないのではないですか？

「2　地域協議会において、市は質疑応答や必要な確認をおこなってきた。また市民の
理解を深めていただくため、疑問点をお聞きする必要があると考え、この度の説明会を
開催した。とあります。
　舞鶴市は地域協議会における国や関電の説明を受け、質疑応答や必要な確認を
行った結果、高浜原発3.4号再稼働について推進すべきものと認識され、その立場で
今回の説明会の開催に踏み切られたのですか？

4．11月2日住民説明会における市長の質問について
　質問します
　市長は、関電に対して（万が一事故が起こったとしても、福島のような事態にならない
と言い切れるか）と尋ねられ、関電の回答は（福島のような事態は発生しないと考えて
います。詳細については別途報告します。）あります。

「1　「質問」
　今後、この関電の回答（詳細な別途報告）についてどのような形でチェックをしていか
れるのか、考え方、また具体的なチェック体制をどうされるのですか？

「2　「質問」
　国策として原子力発電を推進していくのが国の方針ですが、であれば福島の事故を
経験した国民としては、万が一事故が起きた場合の国の対応、国の責任を明らかにす
ることを求めるのは当然です。
　舞鶴市長として、原子力発電に伴う国の責任を明らかにするべく行動されるべきと考
えます。市長の見解をお尋ねします。
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再質問　 『高浜発電所に係る舞鶴市住民説明会』　における再質問等に対する回答集約【公表用】（平成２８年５月１７日修正）
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質問№
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関西電力

○当社は、使用済燃料については、国の政策に基づき青森県にある日本原燃㈱の再
処理工場に搬出し、再処理することとしており、六ヶ所再処理工場の早期竣工および
竣工後の安全・安定操業に向けた支援等を実施してまいります。
○使用済燃料を再処理することで生じる高レベル放射性廃棄物については、地下３０
０ｍ以深の地下深くに「地層処分」する計画です。
○「地層処分」については、平成27年5月に国の基本方針が改定され、現在、国のWG
において「科学的により適正が高いと考えられる地域（科学的有望地）」に関する検討
が行われています。今後、国が「科学的有望地」を提示するとともに、前面に立って最
終処分の取組みが進められるものと考えています。
○高速増殖炉は、エネルギー自給率５％の資源小国の我が国においては、将来の電
源オプションであると認識しています。世界においても、中国、インド、ロシア、フランス
など高速増殖炉実証炉、商業炉に向け研究開発が進められています。我が国はフラ
ンスの高速増殖炉開発計画にも参加し、共に研究開発を推進することとしております。
なお、文部科学省において、もんじゅの実施主体のあり方について検討されるものと認
識しています。

市

今回の説明会につきましては、市内全域を対象として、幅広く、そして多くの市民の皆
様にご参加いただきたいと考え、市内全ての自治会長の皆様にお声をかけさせていた
だいたほか、市民を代表する様々な分野の方々９１３名にお声をかけさせていただき
ました。
なお、説明会の内容は全ての市民の方に聞いていただきたいと考え、後日、市ホーム
ページで動画と資料を公開するとともに、DVDの貸し出しを行い、動画等を見た市民の
皆様からの質問や意見も受け付けさせていただきました。
また、万一の際の住民避難につきましては、市が先頭に立ち、国や京都府、関係機関
の協力を得ながら、責任を持って取り組んでいきます。現在、より実効性のある避難計
画となるよう舞鶴市住民避難計画の改正作業を行っており、今後、あらためて市民の
皆様にご説明したいと考えています。
市民の皆様の理解につきましては、１２月１４日に公表しました質問への回答に係る再
質問の内容を見る限り、一定進んでいるものと認識していますが、引き続き、市民の皆
様に理解していただくよう努めていきます。

12 54

「原発は安全でない、事故はおこる」ということを前提に、それぞれの安全な対応のし
かたが考えられているのか。
　また情報公開も正しくされているのか。
　それに応じた一連の対策は現段階では不十分と思わざるを得ない。
　具体性が十分でない、また、原発立地地域のみの「防災計画、避難計画」について
は、福島原発事故の時にもわかった様に、立地地域以外にも大きな影響を及ぼすこと
が確認されたことを考えれば、立地自治体以外のところにも必要である。特に「具体的
で、合理的」なものが必要である。
　舞鶴市の場合、市民一人ひとりが、そこまで十分理解しているかといえばＮＯであ
る。
　事故が起こった場合、事業者、行政、国の情報公開や対応のしかたについて、具体
的な総括がされていない中では不安をあおるだけである。
（スピーディの使用などについてはどうなるのか？）

内閣府

　原子力災害時に避難により健康リスクが高まる恐れのある病院や社会福祉施設の
入所者等の要配慮者や住民等が屋内退避をするための建物について、放射線防護
対策、資機材の整備、及び物資の備蓄等の整備について、国で予算を確保して対策
を講じています。
現在は、10km圏内の施設の整備を優先的に進めていますが、10～30km圏内につい
ても、離島、半島及び山間部等、自然災害等によって孤立化する恐れがある地域の施
設についても、順次、整備できるよう、国で予算補確保するよう努めています。

4111
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●説明会は市民の代表と思われる方々に案内したとの事ですが、一般市民への説明
を何故しないのですか。説明会は、全市民が理解を深めるまで繰り返し行う必要があ
ります。11月2日に行った事で市民への説明は済んだと考えているのでしょうか。高浜
原発が稼働すると舞鶴市は全市域が帰宅困難地域になる可能性があります。再稼働
はそのリスクを市民が理解し了解した上で行うべきだと思います。市長はそのように認
識されておられるのでしょうか。それとも福島のような事故は起こらないとして、そのよ
うな事は不要と考えられているのでしょうか。

関西電力

①②について、回答がありませんでした。
無視された理由はなんですか。
あらためて、同じ質問をします。府は府民に回答する義務があると考えます。

③について、原子炉や使用済核燃料施設が、破壊されれば一気に大量の放射性物質
が放出されます。このような状況においても、屋内退避ということであれば、核シェル
ターのような施設がなければ、座して死を待つことになるのではありませんか。

⑤⑥市民として、万が一でも重大事故を防ぐ必要があると考えます。主給水ポンプに
耐震性をもたせること、使用済核燃料ピットの冷却装置を耐震Ｓクラスにすることで、よ
り安全性を高められるとかんがえますが、なぜしないのですか。コストがかかるためで
すか。

④について、質問にはない回答がありました。「万が一、事故が起こったとしても、国が
責任をもって対処すると明言されている。」とありますが、これは口約束であり、具体的
な内容は何も定まってはいません。法治国家である以上、国の責任を明確化するため
の法整備が必要と考えます。その中で市長も必要と認められた原発の稼働に当たって
の本市の同意権が盛り込まれることを要求するべきと考えますが、市にその考えはあ
りますか。
　また、屋内退避にあたっては、住民全員のマスク、防護服、またエアフィルターのつい
た避難施設が必要と考えますが、市にその考えがありますか。

いただいた質問については現在調整中です。

いただいた一部の質問に対する回答については、前回お答えしましたとおりです。

○当社は、東京電力福島第一原子力発電所事故を大変重く受け止めて、このような事
故を二度と起こさないよう、事故直後より原子力発電所の安全確保に全力で取り組ん
でいます。具体的には、電源確保対策、浸水対策、原子炉および使用済燃料ピットの
冷却機能の確保といった原子力発電所の安全対策を速やかに実施するとともに、東
京電力福島第一原子力発電所事故を教訓として定められた新規制基準に基づき、東
京電力福島第一原子力発電所事故のような放射性物質の大規模な放出に至らないよ
う、安全対策を幾重にも講じており、その安全性については、公開の原子力規制委員
会※においてご説明し確認されています。
○さらに有効な対策を多重・多様に確保する「深層防護」の観点から、仮に炉心損傷
が起こったとしても原子炉格納容器の健全性を確保し、大量の放射性物質の放出によ
る人的被害を防止するための対策を幾重にも講じることで、東京電力福島第一原子力
発電所のような大量の放射性物質を放出する事故は回避できると考えています。
○今後とも規制の枠組みにとどまることなく、原子力発電の安全性向上に向けて、自
主的かつ継続的に安全性の向上に取り組んでまいる所存です。

※審査会合での審査６７回（設置変更許可まで）平成25年7月16日～平成26年11月18
日

○主給水ポンプや使用済燃料ピット冷却系は、前回の回答にお示ししたとおり、安全
上重要な設備ではありません。
○原子力発電所の設備は、その重要度に応じて、重要なものほどより厳格な要求がな
されることとなっていますが、これは、プラント全体としての安全性を確保するために
は、重要度に応じて要求の程度を変化させるグレーディッドアプローチという方法が有
効であるためであり、このような安全規制の考え方は、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の安
全基準や米国の安全規制等、多くの国で広く採用されているものです。したがって、安
全上重要な設備でない主給水ポンプや使用済燃料ピット冷却系に耐震Ｓクラスの基準
を適用することは適切ではないと考えています。
○なお、使用済燃料ピットの冷却設備については、耐震Ｂクラス施設でありますが、溢
水防止（機器から溢れた水が他の重要な機器に影響を与えないこと）の観点から、基
準地震動Ssによる地震が発生した際に溢水源とならないことを担保するために、Ss地
震動による評価を実施し、耐震安全性を有していることを確認しています。

8 ページ



再質問　 『高浜発電所に係る舞鶴市住民説明会』　における再質問等に対する回答集約【公表用】（平成２８年５月１７日修正）

№
当初

質問№
再質問 機関 回答

市

新規制基準に基づく再稼働についていは、国のエネルギー基本計画に基づき、国が
立地自治体等関係者に理解を求めることになっていますが、国及び関西電力には、Ｐ
ＡＺを有し、ＵＰＺにすべての市民が含まれる本市を立地自治体として認めていただき
たいと考えています。
市職員や消防職員用の防護服や防護マスク、線量計などの原子力防災資機材につい
ては、配備しておりますが、市民の皆様につきましては、現時点では原子力防災資機
材等を配備する予定はありません。
放射線防護対策施設につきましては、避難施設や避難車両の準備に時間を要し、即
時の対応が困難な福祉施設の入所者や、発電所から５ｋｍ圏内などの在宅の要配慮
者等が一時的に退避できる施設として、大浦会館や朝来小学校、１０km圏内の福祉施
設を整備しているものであり、施設内で一時的に退避した後、避難の体制が整った段
階で避難を開始していただくこととなっていることから、市民全員を対象とした放射線防
護対策施設を整備することは考えておりません。

○原子力規制委員会としては、福島第一原子力発電所事故について、放射性物質が
放出されてしまうまでにどのようなことが起きたか、基本的な事項を整理し、これを踏ま
え、新規制基準を制定しました。

○今般の審査は、この新規制基準への適合性を確認したものです。原子力規制委員
会では、原子炉等規制法に基づき、設置変更許可申請に対する審査において、変更し
ようとする原子炉施設の基本的な設計方針等について確認した後に、機器等の詳細
設計に関する工事計画や保安規定変更を審査しました。また、審査だけではなく、検
査においても設備の工事計画及び技術基準への適合性を確認しています。

（追加回答）
○避難計画などの原子力防災については、原子力災害対策特別措置法に基づき、対
応が講じられます。
○また、原子力規制委員会が行う適合性審査は、原子炉等規制法に基づくものであ
り、原子炉等を設置しようとする者からの申請について、施設の構造等に着目して災
害の防止上支障が無いかどうかを確認するものです。

○なお、新規制基準では、免震重要棟の設置を要求しているのではなく、基準地震動
による地震力に対して機能喪失しない緊急時対策所の設置を要求しています。高浜発
電所においては、その要求を満たす緊急時対策所を設置する方針であることを確認し
ています。

○新規制基準においては、従来のシビアアクシデントを防止する対策を強化するととも
に、万が一、シビアアクシデントが発生した場合に対処するための対策を新たに要求し
ています。具体的には、「止める」観点からはほう酸注入等の原子炉の停止対策の強
化、「冷やす」観点からは炉心への代替注水等の原子炉への注水・除熱対策の強化、
「閉じ込める」観点からは水素爆発対策等の格納容器の破損防止対策の強化を求め
ています。

○高浜３，４号機の新規制基準適合性審査では、MOX 燃料の使用を前提として、重大
事故等への対策が、新規制基準へ適合しているか審査したものです。審査では、重大
事故等の進展に影響する核的特性、物性、照射挙動等に係る諸特性は、ウラン燃料と
MOX 燃料を炉心へ装荷する運用などを踏まえた条件のもとで、重大事故等時におけ
る炉心損傷防止対策、格納容器破損防止対策、使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷
防止対策等が有効であることなどを確認しています。

３、原子力防災
①への回答では納得できません。再回答を。
②「緊急時モニタリングのモニタリングカーは、京都府に何台あるのか。台数によって
は適切な測定ができないのではないですか。」への回答がありません。回答を求めま
す。
④安定ヨウ素剤は、被曝する前に飲用することで効果があるのに、被曝を前提にした
屋内退避とされるのであれば、当然事前に配布すべきですが、なぜ配布しないのです
か。回答になっていない。再回答を求めます。
⑤「児童・生徒の避難」への回答は、子どもたちの安全を考えないもので許せません。
⑥「避難経路については、高速道路を主として設定されていますが、ゾーンごとに避難
したとしても交通渋滞が当然考えられます。１台５０ｍ（車間取って）で、丹波自然公園
まで５０ｋｍとしても、１０００台となるが、どうスムーズに移動させるのか。地震により道
路が崩壊した場合の経路は、道路ごとに設定されているのですか。」への回答があり
ません。回答を求めます。

１、エネルギー政策
　回答はありましたが、見解の相違というほかありません。しかし、次の事項への回答
がありませんので、回答を求めます。
⑥福島原発事故では、５０キロ離れた飯館村にまで、濃度の濃い放射性物質が飛び、
汚染された。PAZやUPZを同心円で設定していることは、事故後の風向きなど状況に
よっては、被曝することにあるが、なぜ同心円としたのか、説明を求めます。屋内退避
が回答されたが、個人の家屋は被曝を防ぐ構造にはなっていません。回答では書かれ
ていませんが、明らかに被曝することを前提に屋内退避とされているのではありません
か。
⑦使用済核燃料は「貯蔵」との回答ですが、それは、人体に無害にする技術がないか
らではありませんか。お答えください。
　また、「関西電力は中間貯蔵施設をどこに設置すると考えているのですか、候補地を
明らかにしていただきたい」と質問したが、回答がありません。お答えください。

２、新規制基準及び高浜３・４号機の審査
①新規制基準が世界最高水準といわれるのは、「総合的に見て」との回答ですが、避
難計画の実効性の審査もなく、必置が求められる重要免震棟が建設出来ていなくても
審査合格するというもので、これでは世界最高水準とはいえないのではありませんか。
②「高浜原発では欧州のようなコアキャッチャーと同等のものを装備していると説明さ
れたが、いつ装備されたのですか。規制基準でコアキャッチャーの装備や格納容器の
二重化を求めていないのはなぜですか。」への回答は、「確認している」とされたが、そ
れは図面上での確認ではありませんか、お答えください。それではなぜ、福島事故で
はメルトダウンして底が抜け落ちたのですか。

③「過酷事故が起きた場合、「止める・冷やす・閉じ込める」としていながら、「放射性物
質の拡散をできるだけ抑える」とされているのは、基準に適合しても事故が起きれば放
射性物質の拡散は止められないと認めているのですか。」への回答は、「対策を幾重
にも要求している」とされているが、どのような対策ですか、具体的にお答えください。
④「自治体の作成した避難計画の実効性を審査しないとしていますが、国際的な原発
稼働の際の事故防止・安全対策の深層防護に位置づけられているのに、なぜ国際的
なレベルの対応をしないのですか。」への回答がありません。回答を求めます。
⑤「新規制基準では、プルサーマル運転に関する新たな審査基準を設けていないのは
なぜですか。」への回答は、「同じ基準を適用する」としているが、明らかにウラン燃料
とMOX燃料は違うが、同じものということですか。

原子力
規制庁

13
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いただいた一部の質問については現在調整中です。

　説明資料における「同心円」は重点区域を示しています。これは、実際の放射性物質
の拡散が同心円で起こることを想定している訳ではなく、緊急時の対応について、距離
に応じた対応を行うために準備するための区域を設定するものです。具体的には、原
子力規制委員会が距離に応じた影響の違いを考慮して、より大きな影響を受けること
が予測されるPAZ（概ね5km圏内）の方々については、放射性物質の放出前に優先し
て避難していただくとともに、UPZ（5-30km圏内）の方々には、まずは屋内退避により、
放射性物質からの影響を少なくしていただき、その後、モニタリングの結果に応じ、必
要に応じて一時移転などの防護措置を行うという考え方を示しており、それに基づき国
と関係自治体で避難等の対応の準備を行っています。
　なお、実際のＵＰＺ圏内の防護措置については、まずは屋内退避を行った上で、国が
中心となって行う緊急時モニタリングの結果に基づき、 空間線量が500μSv/h又は、
20μSv/hを超える区域については、当該区域の住民には避難又は一時移転等を実施
していただくことになります。したがって、UPZ圏において、実際の避難等について放射
性物質の放出状況を無視して一律に行うものではありません。

　　国際的な深層防護の考え方では、設備の事故防止・安全対策により災害の発生を
防止する第１層から第４層までの設備側の防護と、第４層の対策を講じていても災害
が発生した場合、被害を低減するための防災計画、第５層を用意することを求めてい
ます。第５層の防災計画については、国の審査が国際的な基準となっているわけでは
なく、我が国では、行政の策定する防災計画等により担保しています。
　具体的には、①原発所在地域ごとに、原子力規制庁を含む関係省庁や関係自治体
が参加する「地域原子力防災協議会」を設置し、国と自治体が一体となって、地域防
災計画・避難計画の充実・強化を進め、②その上で、「地域原子力防災協議会」で、地
域防災計画・避難計画が、原子力規制委員会が策定する原子力災害対策指針などに
沿った、「具体的で合理的」なものであることを、詳細に確認し、③総理大臣が議長を
務める原子力防災会議で、国として了承する。④さらに、住民や関係機関が参加した
訓練から得られた反省点について、協議会で検討した上で、地域防災計画等を改善、
強化することとしています。
　国としては、原子力事故から住民の皆様の生命、身体、財産を守るためには、避難
計画等の緊急時対応を、国が、地元の事情を熟知する自治体と一体となって仕上げる
という現在の取組が、最も着実かつ効果的であると考えており、引き続き、計画の実効
性を高めるための取組を関係自治体と一体となって進めてまいります。

内閣府

9 ページ



再質問　 『高浜発電所に係る舞鶴市住民説明会』　における再質問等に対する回答集約【公表用】（平成２８年５月１７日修正）

№
当初

質問№
再質問 機関 回答

内閣府

　放射性物質は、放出源である発電所に近ければ近いほど線量が高く、離れれば離
れるほど線量が低くなる特性があります。その上で、高浜原発については、重大事故
の場合にも、原子力規制委員会が新規性基準で求めた様々な対策により、環境への
放射性物質（セシウム137）の放出量は7日間で4.2テラベクレル程度、すなわち福島原
発事故と比べて3桁低いレベルに抑えられると解析されています。
  このような過酷事故（解析結果のセシウム4.2テラベクレル放出）の際における被ばく
線量について、屋外で何も防護措置をせずに居続けた場合であっても、5㎞圏外での
被ばくは、緊急時の住民の被ばくについてのIAEAの基準（100ミリシーベルト/7日）を
十分下回るとの試算が示されています。（参照　京都府主催：第4回高浜発電所に係る
地域協議会：内閣府参考資料２）
　ただし、万が一に備えUPZ圏内については安定ヨウ素剤の緊急配布を行うこととして
います。なお、PAZ圏内については避難実施中に放射性物質の放出があった場合に
備え、事前配布を行うこととしています。

　　複数の原発が立地する福井地域の緊急時の対応の計画については、当該地域の
各原子力発電所の稼働状況を踏まえ、現実的なリスクに応じた、合理的なものとして
いく必要があります。現在、福井エリアにおいては、高浜地域における緊急時の対応
が、内閣府が設置する福井エリア地域原子力防災協議会において、合理的、具体的
であることが確認されています。今後、大飯、美浜、敦賀の各地域についても、高浜地
域と同様に、順次確認することとしています。大飯地域における緊急時の対応を検討
するにあたっては、高浜地域における検討内容も踏まえ、高浜原発と大飯原発が同時
に緊急事態となった場合の避難手段や避難経路、避難先の調整等の対応についても
併せて確認してまいります。

関西電力

○現在、当社は、福井県外で中間貯蔵施設を立地すべく、供給区域内・外を問わず、
あらゆる可能性を検討しております。
○具体的な候補地点につきましては、現時点において申し上げられる段階に至ってお
りません。
○なお、中間貯蔵施設の立地にあたって「当社の発電所の敷地であること」を候補地
の条件とはしておりません。また、地元の皆さまとの協力関係・信頼関係を大切にし
て、ご理解をいただくことが何より重要であり、地元のご同意なくして立地を進めること
はありません。

○原子炉下部キャビティは原子炉容器の下に設けられた炉内核計装配管等が通る空
間であり、建設当初から存在するものです。今般、新しい規制基準の下、この原子炉
下部キャビティに確実に蓄水できるよう連通孔を設けるなどの設備改造し、溶融炉心と
コンクリートの反応を抑制するための手順も整備しました。

市

今後の説明会についてでありますが、１２月１４日に公表しました質問への回答に係る
再質問の内容を見る限り、市民の皆様の理解は、一定進んでいるものと認識していま
す。
なお、万一の際の住民避難につきましては、市が先頭に立ち、国や京都府、関係機関
の協力を得ながら、責任を持って取り組んでいきます。現在、より実効性のある避難計
画となるよう舞鶴市住民避難計画の改正作業を行っており、今後、あらためて市民の
皆様にご説明したいと考えています。
また、質疑応答については、より多くの方にご質問いただき、正確にお答えできるよう
質問用紙でお受けする方法とさせていただいたものです。

資源エネ
ルギー庁

・原子力災害により多大な被害を受けた福島の復興・再生については、その置かれた
特殊な諸事情とこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的責任を踏ま
えて推進すべく、財政面も含めた総合的な措置を進めているところです。また福島の復
興・再生を加速させるため、政府は「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」を
策定し、廃炉汚染水対策や避難指示解除に向けた環境整備に全力を挙げておりま
す。福島の復興は政府の最重要課題であり、引き続き1日でも早い復興の実現に向け
取組を進めてまいります。
・また、福島第一原発事故による原子力損害に関しては、文部科学省の原子力損害賠
償紛争審査会が策定した中間指針等に基づき、事故との相当因果関係があるものに
ついて、東京電力が賠償を行っており、国としては、被害者の方々に寄り添った迅速か
つ適切な賠償を行うよう、東京電力を指導しています。
・一方、原発の再稼働は、①エネルギー安全保障、②地球温暖化対策、③経済性と
いった観点から重要であり、経済の健全な発展や国民生活の安定に不可欠です。そ
のため、安全の確保を大前提に、再稼働を進めてまいります。

市

市としましては、福島原発事故を教訓として新たに策定された原子力災害対策指針や
京都府地域防災計画の改正等に基づくほか、福島県の被災地の視察なども踏まえ、
舞鶴市住民避難計画を作成しています。
万一の際の住民避難につきまして、市が先頭に立ち、国や京都府、関係機関の協力
を得ながら、責任を持って取り組んでいきます。今後、より実効性のある住民避難計画
となるよう今年度中を目途に改正したいと考えています。

資源エネ
ルギー庁

・原子力事故等による原子力損害が生じた場合、法令に基づき原子力事業者はその
損害を賠償する責任を負います。個々の事例については、様々な事情を考慮する必
要があるため、請求可能な範囲について一概に回答することは出来かねますが、事故
との相当因果関係の認められるものについては、事業者が賠償を行うことになると考
えております。
・国も、原子力損害賠償紛争審査会などを通じ、原子力事業者と被害者との賠償申立
に関して紛争が生じた場合の和解仲介及び自主的な解決に資する指針の策定を行い
ます。
・福島第一原発の事故による原子力損害に関しては、同審査会が策定した中間指針
等に基づき、事故との相当因果関係が認められるものについて、東京電力が賠償を
行っており、国としては、被害者の方々に寄り添った迅速かつ適切な賠償を行うよう、
東京電力を指導しています。

内閣府

　避難の長期化対策については、福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、防災
基本計画を修正し、原子力被災者生活支援チームを設置する等の中長期対策を明確
にしました。万が一、避難が長期化するような場合、必要に応じて当該チームを設置
し、被災実態に則した対応（除染、住居対策、就労支援、等）をとることとなります。

舞鶴市に質問です。質問書の回答に何度か説明会において、「万が一、事故が発生し
ても福島原発事故のように、家に帰れないような事態にはならないと、国から説明を受
けています。」と回答がありますが、どのような説明を受けたのでしょうか？具体的に回
答お願いします。

質問者５２に対して内閣府は「避難時集結場所まで一人で歩けないような在宅の避難
行動要支援者の避難については、支援者が付き添い避難することとしております。な
お、一部の避難行動要支援者については、未だ支援者が確保できていない状態では
ありますが、その場合においても、行政職員・自治会・消防職・団員等の協力により避
難等ができる体制を京都府にて整備中です。」

また質問者２３に対して舞鶴市は消防団の活動につきましては、各種情報を消防車両
等により、消防団管内の住民に広報していただくことや、避難等に際しては、避難時集
結場所に各消防団の拠点を設置いただき、避難誘導等を実施していただくこととしてい
ます。
　消防団員は、一般市民と同じ段階で避難していただき、避難後の各地域の残留者の
確認は、市職員・消防職員・警察署員及び国、府の応援派遣職員で行うこととしている
ことから、現時点では消防団に原子力防災資機材等の配備の予定はありません。と答
えています。市職員、消防職員、警察官は職務の一環として原子力災害時の危険手
当金や原子力防災資機材の用意はありますか？
消防団員に対して原子力防災の資材、機器等一切なく避難活動支援をさせるつもりで
しょうか？

14 19

15 63

⑦「地震や津波による災害は、高浜原発だけの事故につながるとは言えず、大飯原発
と同時に事故が発生した場合の対応策の説明はされなかったが、検討すべきであり、
検討されているのですか。」への回答は「確認していく」ですが、想定されていなかった
のではありませんか。お答えください。

４、その他
②「市民の疑問や不安を解消するためには、今後も住民説明会を重ねて開催する必
要がありますが、どう考えていますか。質疑・応答の時間も設けるべきですが、いかが
ですか。」への回答がありません。回答を求めます。

2316

いただいた一部の質問は再質問ではないため、回答いたしません。

①万が一事故が起きた場合
「原子力発電は安全を最優先とする国のエネルギー政策であり、全ては国の責任にお
いて進められます」と返事がありました。国が責任をもつと言われますが、では、福島
の今の状態から脱出するためとことん支援されていますか？
子どもたちは、甲状腺ガンや異常だけでなく、外で遊べなく肥満になっている子もいた
り、やる気がなくなったりしているそうです。
最後まで、責任をもって住民に寄り添って願いを聞いておられるのなら信じますが、と
ても今の状態で信じられません。
福島への援助が全部できてから次へ移るのではありませんか。
市長さんも国が責任をもつと云われてそれを信じるのでしたら、前回申し上げました通
り、市長さんと議員みんなで福島を見に行き、それから避難計画を示されるべきと思い
ますが如何ですか？

②子どもの避難について
国は、学校で待機すると云われ、市は家へ帰すと云われています。どちらなのでしょ
う？
安定ヨウ素剤も、市は備蓄しているのに、園や学校へは配らず、又、Aゾーン、A-2ゾー
ン以外配らないと云われました。福島でも備蓄しているのに、配られなかったそうです。
どうして配られないのでしょうか？
地震王国の日本に原発はいりません。ゼロにして自然エネルギー、再生エネルギーな
ど起こし若者や子どもが帰って来れる舞鶴にして下さい。生まれ故郷で死を迎えられる
ようにして下さい。

10 ページ



再質問　 『高浜発電所に係る舞鶴市住民説明会』　における再質問等に対する回答集約【公表用】（平成２８年５月１７日修正）

№
当初

質問№
再質問 機関 回答

16 23

関西電力に質問です。なぜ原子力災害時屋内退避時の食料の備蓄を各個人で行わ
なければならないのですか？関西電力が原子力の再稼働を申請しているのに市民が
原子力災害時の食料を備蓄しなければ、ならないのは納得いきません。

具体的な回答がいただけなかったのでさらに具体的に再質問させていただきますが、
OIL3の事故時に１週間の屋内退避を想定した場合仮に農業を営んでいる場合温度管
理ができないと６時間程でビニールハウス内の作物は枯れます。その際は被害額は全
額請求できますか？従業員の給与保障はどうなりますか？
また飲食店を営んでいる場合だと１週間避難の場合は一週間分の売り上げの損失だ
けになりますか？
もっと大規模なOIL５の際には舞鶴市にある自衛隊基地の移転や大型の工場の移転
なども起こりえる想定はされていますか？
OIL３以上の事故時に舞鶴市から外の地域へ移住希望者に対しての支援体制は整っ
ているのか福島での具体的な例を交えて説明してください。
舞鶴市としては今回の説明会と質問書のやり取りで十分な説明ができたと、考えてい
ますか？さらに丁寧な質問を望みます。

市

　１１月２日の住民説明会において、市長から原子力規制庁に対し、「福島の事故を教
訓に様々な安全対策を行ってきたと思うが、これだけの対策をすれば、仮に事故が起
きても福島のように家に戻れなくなるような事故は起こらないと考えていいのか」と質問
し、「４．２テラベクレルという福島の事故と比べて３桁低いレベルに抑えられる有効性
があるということを確認していますので、少なくとも福島のような事故が起きない対策が
とられたということになります。」との回答をいただきました。

　市職員や消防職員用の防護服や防護マスク、線量計などの原子力防災資機材につ
いては、配備しております。
なお、消防団員につきましては、前回の回答のとおり、一般市民と同じ段階で避難して
いただくこととしていることから、現時点では、消防団に原子力防災資機材等を配備す
る予定はありません。

　前回お答えしましたとおり、屋内退避時の食料等は、一般災害と同様に市民の皆様
で備蓄いただきたいと考えております。
なお、屋内退避施設および避難所等においては、施設や舞鶴市、京都府、避難先市
町の備蓄物資で対応することとしていますが、物資が不足する場合は、国において関
係業界団体や民間企業の協力を得て、調達されることとなっています。

原子力
規制庁

○新規制基準では、免震重要棟の設置を要求しているのではなく、基準地震動による
地震力に対して機能喪失しない緊急時対策所の設置を要求しています。

市

　説明をいただきました国の担当者には、極力分かりやすい説明となるよう留意いただ
きましたが、原子力発電は、科学的で専門的な分野でありますので、引き続き、原子力
発電の必要性や安全性、避難のあり方などについて、市民の皆様に理解していただけ
るよう努めていきます。

いただいた一部の質問に対する回答については、前回お答えしましたとおりです。

内閣府

１、高浜原発３・４号機の再稼動について
①　原発はこの夏日本全体で一つも動いていなくとも、国民生活に重大な支障はおき
なかった
ことについて、電力会社のことし等の儲けのことだけで、自然エネルギーの利用等に触
れず最初から原発の再稼動ありきの答えであり、市民は納得できません。

②　福井地裁で、「工事差し止め」の仮処分の判決が下された、にもかかわらず、いま
急いで「再稼動へ向けた」住民説明会を実施するのはなぜか。については、何ら回答さ
れていないが。
③　使用済み核燃料の処理場もないままに、原発の再稼動を強行しようとしているの
は何故か
について、将来の課題としており、｢解決に向けてとりくんでいく｣というのは全く無責任
ではないか。
また、規制委員会の新基準に適合したから安全だといえるのか、規制委員会の委員
長自身が「規制基準に適合したということであって、安全だということではない」といわ
れており、再稼動にふみきるのは、国民の命を省みない暴挙であり、福島原発の事故
の解明もないままの再稼動は絶対にみとめられない。
２、原子力防災について
①　高浜原発の事故の際に、避難計画はずさんだ、舞鶴からの避難に際して福井県側
からの避難者の人数わからず、また雪降りの避難計画もないが、どうするのか。につ
いては、具体的な予測人数も示さず、抽象的な回答であり、詳細な具体的な回答を求
める。　バスの問題も具体的何台必要でどのように確保するのか、防護服等の準備状
況も全く不明である。
②　事故時の避難者の道路の渋滞対策はまったくないがどうするのか。
について、一般的な方策しか述べられておらず、最初から福井県民と京都府民が一緒
にならないと机上の計画であり、無責任だ。
③　避難者の交通手段として、京阪神から「バス」等の応援を受けると説明されたが、
放射能の汚染区域となっているところへ誰がきてくれるのか、疑問だ。この対策はどう
か。について、防護服等を準備するといわれるが、福島の事故では｢バスはできたが、
運転手がいなかった｣というのが現実問題として起こった。
④　事故の際、社会的弱者や高齢者などの具体的な避難計画はないが、一体どうする
のか不安一杯です。これらに的確に答えて下さい。
　地域任せであり、日ごろから行政の責任において、在宅の社会的弱者を把握しその
対策を講じる必要があるが全く体制はとれていない。

以上の点から、原発と人類は共存できないことは明らかです。市民の命、かけがえの
ないふるさとを守るため、市長として再稼動に反対し、原発はすべて廃炉にするようが
んばって下さい

17 75

いただいた一部の質問に対する回答については、前回お答えしましたとおりです。

　避難に必要なバスの台数等の確保については、現状、関係府県や関係市町が所有
する車両のほか、電力事業者が保有する車両などにより、必要台数が確保できる見通
しを立てております。仮に不足する場合には、関西広域連合等関係機関が関西圏域
の府県及び隣接府県等の関係団体から輸送手段を調達することとしています。
　それでもなお、不足するような事態となった場合には、原子力災害対策本部からの依
頼に基づき、国土交通省が関係団体、関係事業者に対し、協力を要請し、必要な輸送
能力を確保することとしております。また、不測の事態などにより、計画した車両台数
が確保できない場合には、自衛隊などの実動組織を派遣するなどし、避難を実施する
こととしております。
　避難計画については、実効性をより高めるために、国や関係府県等により防災訓練
を実施するなどし、計画の不断の改善を進めてまいります。
　また、緊急時におけるUPZ圏内の防護服等の資機材の供給については、物資供給
の迅速性を高めるため、国からの物資を集積する物資集積拠点を丹波自然運動公園
等に設定し、地域のニーズ等を踏まえて一時集結拠点（一部の避難退域時検査場所
を活用）に輸送します。この一時集結拠点において、住民搬送等を担う輸送事業者等
で防護資機材を配布します。

18 52

以下のことを書きかけましたがきりがありません・・・
一つ一つの質問に対する回答がどれなのかを教えてください。全ての質問を記載し、
それぞれの質問の直ぐ下に回答を下さい。

以下を尋ねましたが、お答えを頂けませんでした。お答えよろしくお願いします。
「舞鶴市の65，000人（京都市に避難する人）の避難所はまだ決まっておらず、原発の
事故が起こった後になってから、どの避難施設に行くかが決められると聞いています。
それは本当ですか？」

以下を尋ねましたが、お答えを頂けませんでした。お答えよろしくお願いします。小さな
子どもは、原発事故が起こった場合、安定ヨウ素剤は被ばくする前に飲めるのです
か？

以下について述べました。これについて応答してください。
「先日の説明会をYouTubeで見せていただきました。専門用語が多かったこともあり、
しっかり理解できなかったのですが、気づいた事、疑問に思ったことを書かせていただ
きます。感想としては市民が感じている不安や疑問と今回の説明はかみ合っていませ
ん。また、いくら電力会社に聞いても福島のことがあるため、信用できずにいるのが本
心です。この説明に加え、もっとたくさんの専門的な方のお話し、討論も聞かないと納
得できません。」

以下の文章は理解できません。「施設の状態等に基づく判断」は気象を考慮していな
いわけです。「施設の状態等に基づく判断」だけでなく「気象予測」も加わった方が市民
を守れるのは誰でも分かることだと思います。
「、、、施設の状態に基づいて予測される放出源情報や気象予測をもとに拡散予測を
行い、その結果を踏まえて防護措置の実施を判断する場合と比べて、施設の状態等
に基づく判断の方が、より迅速かつ的確に防護措置を実施することができます。」
「気象予測」は外れるかもしれないと言いますが、何もないより良いはずです。過去の
予測の実績からみて如何ですか？使わない方が市民を守れるのですか？その場合、
証拠が欲しいです。
免震重要棟はあった方がないより市民の安全が守れますか？
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